
議 第 １ ０ １ 号  

 

   刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整  

理 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る

条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と す る 。  

  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） １ ２ 月 ５ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

   刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関

す る 条 例  

 （ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  新 潟 県 柏 崎 市 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ２ ６ 年 条 例 第 １

３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 １ ７ 条 の ６ 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 並 び に 第 １ ７ 条 の ７ 第 １ 項 第 １ 号

及 び 第 ３ 項 第 １ 号 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

 （ 職 員 の 分 限 に 関 す る 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  新 潟 県 柏 崎 市 職 員 の 分 限 に 関 す る 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例

（ 昭 和 ２ ６ 年 条 例 第 ４ ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ８ 条 第 １ 項 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

 （ 特 別 職 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  新 潟 県 柏 崎 市 特 別 職 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ２ ７ 年 条 例 第

７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ５ 条 第 ３ 号 ア 及 び イ 並 び に 同 条 第 ４ 号 ア 及 び イ 並 び に 第 ６ 条 第

１ 号 中 「 禁 錮
こ

」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

 （ 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ４ 条  新 潟 県 柏 崎 市 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和 ２ ９ 年 条 例 第 ７ 号 ）  
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 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 １ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び 第 ５ 項 第 ２ 号 、 第 １ ４ 条 の 見 出 し 及 び

同 条 第 １ 項 第 １ 号 、 第 １ ５ 条 第 １ 項 第 １ 号 並 び に 第 １ ７ 条 第 ４ 項 中

「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

 （ 議 会 の 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ５ 条  新 潟 県 柏 崎 市 議 会 の 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る

条 例 （ 昭 和 ３ １ 年 条 例 第 ２ ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ８ 条 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 並 び に 第 ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 禁 錮
こ

」 を

「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

 （ 消 防 団 員 の 定 員 、 任 免 、 給 与 、 服 務 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ６ 条  新 潟 県 柏 崎 市 消 防 団 員 の 定 員 、 任 免 、 給 与 、 服 務 等 に 関 す る

条 例 （ 昭 和 ４ ２ 年 条 例 第 ３ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ５ 条 第 １ 号 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

 （ 特 別 職 の 職 員 の 退 職 手 当 支 給 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ７ 条  新 潟 県 柏 崎 市 特 別 職 の 職 員 の 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 平 成 ３ 年 条

例 第 ３ ０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ６ 条 第 ２ 号 、 第 ７ 条 第 １ 項 第 １ 号 ア 及 び イ 、 第 ８ 条 の 見 出 し 及

び 同 条 第 １ 項 第 １ 号 、 第 ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 並 び に 第 １ １ 条 第 ４ 項 中

「 禁 錮
こ

」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

 （ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 の 実 施 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ８ 条  新 潟 県 柏 崎 市 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 の 実 施 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 ２ ９ 年 条 例 第 １ ０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ６ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。  

 （ 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ９ 条  新 潟 県 柏 崎 市 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 令 和 ４

年 条 例 第 ３ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  附 則 第 ３ 条 第 ４ 項 か ら 第 ６ 項 ま で の 規 定 中 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」

に 改 め る 。  

 （ 議 会 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ０ 条  新 潟 県 柏 崎 市 議 会 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 令 和 ４ 年 条 例 第 ４ ４

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ５ ３ 条 か ら 第 ５ ５ 条 ま で の 規 定 中 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め
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る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 ６ ７

号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 の 処 罰 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に

よ る 。  

３  こ の 条 例 の 施 行 後 に し た 行 為 に 対 し て 、 他 の 条 例 の 規 定 に よ り な

お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ 、 な お 効 力 を 有 す る こ と と さ れ 又 は 改

正 前 若 し く は 廃 止 前 の 条 例 の 規 定 の 例 に よ る こ と と さ れ る 罰 則 を 適

用 す る 場 合 に お い て 、 当 該 罰 則 に 定 め る 刑 に 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す  

る 法 律 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 刑 法 （ 明 治 ４ ０ 年 法 律 第 ４ ５ 号 。  

以 下 こ の 項 に お い て 「 旧 刑 法 」 と い う 。 ） 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 懲 役

（ 以 下 「 懲 役 」 と い う 。 ） （ 有 期 の も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い

て 同 じ 。 ） 又 は 旧 刑 法 第 １ ３ 条 に 規 定 す る 禁 錮 （ 以 下 「 禁 錮 」 と い

う 。 ） （ 有 期 の も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） が 含 ま れ

る と き は 、 当 該 刑 の う ち 懲 役 又 は 禁 錮 は そ れ ぞ れ そ の 刑 と 長 期 及 び

短 期 を 同 じ く す る 有 期 拘 禁 刑 と す る 。  

４  拘 禁 刑 に 処 せ ら れ た 者 に 係 る 他 の 条 例 そ の 他 の 定 め に よ り な お 従

前 の 例 に よ る こ と と さ れ 、 な お 効 力 を 有 す る こ と と さ れ 又 は 改 正 前

若 し く は 廃 止 前 の 条 例 そ の 他 の 定 め の 例 に よ る こ と と さ れ る 人 の 資

格 に 関 す る 法 令 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 無 期 拘 禁 刑 に 処 せ ら れ た

者 は 無 期 禁 錮 に 処 せ ら れ た 者 と 、 有 期 拘 禁 刑 に 処 せ ら れ た 者 は 刑 期

を 同 じ く す る 有 期 禁 錮 に 処 せ ら れ た 者 と み な す 。  

５  禁 錮 以 上 の 刑 が 定 め ら れ て い る 犯 罪 に つ い て さ れ た 起 訴 は 、 拘 禁

刑 以 上 の 刑 が 定 め ら れ て い る 犯 罪 に つ い て さ れ た 起 訴 と み な す 。  
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。
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(２
) 

（
略
）
 

(３
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掲
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。
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又
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。
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又
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す
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当
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る
。
 

第
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者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
は
、
支
給
日
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
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れ
て
い
た
職
員
で
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
に
離
職
し
た
も
の
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
は
、
当
該
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(１
) 

離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
職
員
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に

係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
当
該
職
員
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起
訴
（
当
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訴
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係
る
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ら
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６
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す
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）
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そ
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合
 

(１
) 

離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
職
員
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に

係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
当
該
職
員
が
起
訴
（
当
該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
禁
錮
以
上
の

刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
23
年
法
律
第
13
1号

）
第
６
編
に
規

定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確

定
し
て
い
な
い
場
合
 

(２
) 

（
略
）
 

(２
) 

（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
は
、
一
時
差
止
処
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つ
い
て
、
次
の
各
号
の
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れ
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に
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当
す
る
に
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は
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を
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。
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３
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に
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と
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れ
を
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す

こ
と
が
一
時
差
止
処
分
の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

３
 
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
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た
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は
、
一
時
差
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つ
い
て
、
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当
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速
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に
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取
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し
、
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す
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こ
れ
を
取
り
消
す

こ
と
が
一
時
差
止
処
分
の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(１
) 

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
一
時
差
止
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
行
為
に
係
る
刑
事
事

件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
 

(１
) 

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
一
時
差
止
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
行
為
に
係
る
刑
事
事

件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
 

 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

４
～
６
 
（
略
）
 

 

４
～
６
 
（
略
）
 

 

新
潟

県
柏

崎
市

職
員

の
分

限
に

関
す

る
手

続
及

び
効

果
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

２
６

年
１

２
月

１
日

条
例

第
４

９
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
失
職
の
例
外
）
 

（
失
職
の
例
外
）
 

第
８
条
 
任
命
権
者
は
、
職
務
遂
行
中
の
過
失
に
よ
る
事
故
又
は
通
勤
途
上
の
過
失
に
よ
る
交
通
事

故
に
よ
り
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
、
情

状
を
考
慮
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

第
８
条
 
任
命
権
者
は
、
職
務
遂
行
中
の
過
失
に
よ
る
事
故
又
は
通
勤
途
上
の
過
失
に
よ
る
交
通
事

故
に
よ
り
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
、
情
状

を
考
慮
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

新
潟

県
柏

崎
市

特
別

職
の

給
与

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
２

７
年

２
月

１
１

日
条

例
第

７
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
期
末
手
当
の
支
給
制
限
）
 

（
期
末
手
当
の
支
給
制
限
）
 

第
５
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
別
職
に
は
、
第
４
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
４
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
支
給
を
一
時
差

し
止
め
た
期
末
手
当
）
は
、
支
給
し
な
い
。
 

第
５
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
別
職
に
は
、
第
４
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
４
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
支
給
を
一
時
差

し
止
め
た
期
末
手
当
）
は
、
支
給
し
な
い
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(３
) 

基
準
日
前
１
か
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
離
職
し
た
者
（
前
２
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支

給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者
が
次
に
定
め
る
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の
 

(３
) 

基
準
日
前
１
か
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
離
職
し
た
者
（
前
２
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支

給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者
が
次
に
定
め
る
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の
 

ア
 
市
長
 
拘
禁
刑
以
上
の
刑
又
は
罰
金
の
刑
（
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
被
選
挙
権
を
有
し
な
い

こ
と
と
な
る
罰
金
の
刑
に
限
る
。
）
 

ア
 
市
長
 
禁
錮こ

以
上
の
刑
又
は
罰
金
の
刑
（
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
こ
と

と
な
る
罰
金
の
刑
に
限
る
。
）
 

イ
 
市
長
以
外
の
特
別
職
 
拘
禁
刑
以
上
の
刑
 

イ
 
市
長
以
外
の
特
別
職
 
禁
錮こ

以
上
の
刑
 

(４
) 

次
条
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た
者
（
当
該
処

分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者
が
在
職
期
間
中
の
行
為

に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
次
に
定
め
る
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の
 

(４
) 

次
条
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た
者
（
当
該
処

分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者
が
在
職
期
間
中
の
行
為

に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
次
に
定
め
る
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の
 

ア
 
市
長
 
拘
禁
刑
以
上
の
刑
又
は
罰
金
の
刑
（
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
被
選
挙
権
を
有
し
な
い

こ
と
と
な
る
罰
金
の
刑
に
限
る
。
）
 

ア
 
市
長
 
禁
錮こ

以
上
の
刑
又
は
罰
金
の
刑
（
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
こ
と

と
な
る
罰
金
の
刑
に
限
る
。
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

イ
 
市
長
以
外
の
特
別
職
 
拘
禁
刑
以
上
の
刑
 

 

イ
 
市
長
以
外
の
特
別
職
 
禁
錮こ

以
上
の
刑
 

 

（
期
末
手
当
の
支
給
の
一
時
差
止
め
）
 

（
期
末
手
当
の
支
給
の
一
時
差
止
め
）
 

第
６
条
 
支
給
日
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
特
別
職
で
当
該
支
給
日
の
前
日
ま

で
に
離
職
し
た
も
の
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
期
末
手
当
の
支
給
を

一
時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
６
条
 
支
給
日
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
特
別
職
で
当
該
支
給
日
の
前
日
ま

で
に
離
職
し
た
も
の
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
期
末
手
当
の
支
給
を

一
時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(１
) 

離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に

係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
起
訴
（
当
該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
拘
禁
刑
以
上

の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
23
年
法
律
第
13
1号

）
第
６
編
に

規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
 

(１
) 

離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に

係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
起
訴
（
当
該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
禁
錮こ

以
上
の
刑

が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
23
年
法
律
第
13
1号

）
第
６
編
に
規
定

す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
 

(２
) 

（
略
）
 

 

(２
) 

（
略
）
 

 

新
潟

県
柏

崎
市

職
員

退
職

手
当

支
給

条
例

（
昭

和
２

９
年

３
月

３
１

日
条

例
第

７
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
退
職
手
当
の
支
払
の
差
止
め
）
 

（
退
職
手
当
の
支
払
の
差
止
め
）
 

第
13
条
 
退
職
を
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職

手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額

の
支
払
を
差
し
止
め
る
処
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

第
13
条
 
退
職
を
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職

手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額

の
支
払
を
差
し
止
め
る
処
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(１
) 

職
員
が
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
（
当
該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
拘
禁
刑
以
上
の
刑
が

定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
23
年
法
律
第
13
1号

）
第
６
編
に
規
定
す

る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
判
決
の

確
定
前
に
退
職
を
し
た
と
き
。
 

(１
) 

職
員
が
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
（
当
該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
禁
錮
以
上
の
刑
が
定

め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
23
年
法
律
第
13
1号

）
第
６
編
に
規
定
す
る

略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
判
決
の
確

定
前
に
退
職
を
し
た
と
き
。
 

(２
) 

（
略
）
 

(２
) 

（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
差
止
処
分
を
行
っ
た
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
当
該
支
払
差
止
処
分
を
取
り
消

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
３
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
支
払
差
止
処
分

を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
現
に
逮
捕
さ
れ
て

い
る
と
き
そ
の
他
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
支
払
差
止
処
分
の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

５
 
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
差
止
処
分
を
行
っ
た
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
当
該
支
払
差
止
処
分
を
取
り
消

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
３
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
支
払
差
止
処
分

を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
現
に
逮
捕
さ
れ
て

い
る
と
き
そ
の
他
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
支
払
差
止
処
分
の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

(２
) 

当
該
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
支
払
差
止
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
起

訴
又
は
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
つ
き
、
判
決
が
確
定
し
た
場
合
（
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ

ら
れ
た
場
合
及
び
無
罪
の
判
決
が
確
定
し
た
場
合
を
除
く
。
）
又
は
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分

が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
次
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
当
該
判

決
が
確
定
し
た
日
又
は
当
該
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
が
あ
っ
た
日
か
ら
６
月
を
経
過
し
た
場

合
 

(２
) 

当
該
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
支
払
差
止
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
起

訴
又
は
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
つ
き
、
判
決
が
確
定
し
た
場
合
（
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら

れ
た
場
合
及
び
無
罪
の
判
決
が
確
定
し
た
場
合
を
除
く
。
）
又
は
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
が

あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
次
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
当
該
判
決

が
確
定
し
た
日
又
は
当
該
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
が
あ
っ
た
日
か
ら
６
月
を
経
過
し
た
場
合
 

(３
) 

（
略
）
 

(３
) 

（
略
）
 

６
～
10
 
（
略
）
 

 

６
～
10
 
（
略
）
 

 

（
退
職
後
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
等
の
退
職
手
当
の
支
給
制
限
）
 

（
退
職
後
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
等
の
退
職
手
当
の
支
給
制
限
）
 

第
14
条
 
退
職
を
し
た
者
に
対
し
ま
だ
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
て

い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職

手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
（
第
１
号
又
は
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
退
職
を
し
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
受
け
る
権

利
を
承
継
し
た
者
）
に
対
し
、
第
12
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
情
及
び
同
項
各
号
に
規
定
す
る
退

職
を
し
た
場
合
の
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
と
の
権
衡
を
勘
案
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等

の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
14
条
 
退
職
を
し
た
者
に
対
し
ま
だ
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
て

い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職

手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
（
第
１
号
又
は
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
退
職
を
し
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
受
け
る
権

利
を
承
継
し
た
者
）
に
対
し
、
第
12
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
情
及
び
同
項
各
号
に
規
定
す
る
退

職
を
し
た
場
合
の
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
と
の
権
衡
を
勘
案
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等

の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

(１
) 

当
該
退
職
を
し
た
者
が
刑
事
事
件
（
当
該
退
職
後
に
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
限
る
。
）
に
関
し
当
該
退
職
後
に
拘
禁
刑
以
上

の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。
 

(１
) 

当
該
退
職
を
し
た
者
が
刑
事
事
件
（
当
該
退
職
後
に
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
限
る
。
）
に
関
し
当
該
退
職
後
に
禁
錮
以
上
の

刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。
 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

 

２
～
６
 
（
略
）
 

 

（
退
職
を
し
た
者
の
退
職
手
当
の
返
納
）
 

（
退
職
を
し
た
者
の
退
職
手
当
の
返
納
）
 

第
15
条
 
退
職
を
し
た
者
に
対
し
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
た
後
に

お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関

は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
に
対
し
、
第
12
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
情
の
ほ
か
、
当
該
退
職
を
し

た
者
の
生
計
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当

該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
第
10
条
第
３
項
、
第
６
項
又
は
第
８
項
の

規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
者
（
次
条
及
び
第
17
条
に
お
い
て
「
失

業
手
当
受
給
可
能
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る

金
額
（
次
条
及
び
第
17
条
に
お
い
て
「
失
業
者
退
職
手
当
額
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
全
部

又
は
一
部
の
返
納
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
15
条
 
退
職
を
し
た
者
に
対
し
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
た
後
に

お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関

は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
に
対
し
、
第
12
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
情
の
ほ
か
、
当
該
退
職
を
し

た
者
の
生
計
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当

該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
第
10
条
第
３
項
、
第
６
項
又
は
第
８
項
の

規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
者
（
次
条
及
び
第
17
条
に
お
い
て
「
失

業
手
当
受
給
可
能
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る

金
額
（
次
条
及
び
第
17
条
に
お
い
て
「
失
業
者
退
職
手
当
額
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
全
部

又
は
一
部
の
返
納
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

(１
) 

当
該
退
職
を
し
た
者
が
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上

の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。
 

(１
) 

当
該
退
職
を
し
た
者
が
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮
以
上
の

刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。
 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

 

２
～
６
 
（
略
）
 

 

（
退
職
手
当
受
給
者
の
相
続
人
か
ら
の
退
職
手
当
相
当
額
の
納
付
）
 

（
退
職
手
当
受
給
者
の
相
続
人
か
ら
の
退
職
手
当
相
当
額
の
納
付
）
 

第
17
条
 
（
略
）
 

第
17
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
６
月
以
内
に
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る

刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に

処
せ
ら
れ
た
後
に
お
い
て
第
15
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と

き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら

６
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該

刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手

当
等
の
額
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
失
業
者
退
職

手
当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
 

４
 
退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
６
月
以
内
に
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る

刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処

せ
ら
れ
た
後
に
お
い
て
第
15
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き

は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
６

月
以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
刑

事
事
件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等

の
額
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
失
業
者
退
職
手
当

額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
 

５
～
８
 
（
略
）
 

 

５
～
８
 
（
略
）
 

 

新
潟

県
柏

崎
市

議
会

の
議

員
の

議
員

報
酬

及
び

費
用

弁
償

等
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

３
１

年
１

０
月

１
５

日
条

例
第

２
３

号
）

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
期
末
手
当
の
支
給
制
限
）
 

（
期
末
手
当
の
支
給
制
限
）
 

第
８
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
議
員
に
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各

号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
支
給
を
一
時
差
し
止

め
た
期
末
手
当
）
は
、
支
給
し
な
い
。
 

第
８
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
議
員
に
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各

号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
支
給
を
一
時
差
し
止

め
た
期
末
手
当
）
は
、
支
給
し
な
い
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

基
準
日
前
１
か
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
離
職
し
た
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給

日
の
前
日
ま
で
の
間
に
拘
禁
刑
以
上
の
刑
又
は
罰
金
の
刑
（
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
被
選
挙
権
を

有
し
な
い
こ
と
と
な
る
罰
金
の
刑
に
限
る
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
も
の
 

(２
) 

基
準
日
前
１
か
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
離
職
し
た
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日

の
前
日
ま
で
の
間
に
禁
錮こ

以
上
の
刑
又
は
罰
金
の
刑
（
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
被
選
挙
権
を
有
し
な

い
こ
と
と
な
る
罰
金
の
刑
に
限
る
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
も
の
 

(３
) 

次
条
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た
者
（
当
該
処

(３
) 

次
条
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た
者
（
当
該
処
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改
正
後
 

改
正
前
 

分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に

関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
又
は
罰
金
の
刑
（
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
こ
と
と

な
る
罰
金
の
刑
に
限
る
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
も
の
 

 

分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関

し
禁
錮こ

以
上
の
刑
又
は
罰
金
の
刑
（
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
罰

金
の
刑
に
限
る
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
も
の
 

 

（
期
末
手
当
の
支
給
の
一
時
差
止
め
）
 

（
期
末
手
当
の
支
給
の
一
時
差
止
め
）
 

第
９
条
 
支
給
日
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
議
員
で
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で

に
離
職
し
た
も
の
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
期
末
手
当
の
支
給
を
一

時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
９
条
 
支
給
日
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
議
員
で
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で

に
離
職
し
た
も
の
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
期
末
手
当
の
支
給
を
一

時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(１
) 

離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に

係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
起
訴
（
当
該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
拘
禁
刑
以
上

の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
23
年
法
律
第
13
1号

）
第
６
編
に

規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
 

(１
) 

離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に

係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
起
訴
（
当
該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
禁
錮こ

以
上
の
刑

が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
23
年
法
律
第
13
1号

）
第
６
編
に
規
定

す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
 

(２
) 

（
略
）
 

(２
) 

（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

新
潟

県
柏

崎
市

消
防

団
員

の
定

員
、

任
免

、
給

与
、

服
務

等
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

４
２

年
１

２
月

２
５

日
条

例
第

３
８

号
）

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
欠
格
条
項
）
 

（
欠
格
条
項
）
 

第
５
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
団
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

第
５
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
団
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

(１
) 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
 

(１
) 

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と

が
な
く
な
る
ま
で
の
者
 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
 

 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
 

 

新
潟

県
柏

崎
市

特
別

職
の

職
員

の
退

職
手

当
支

給
条

例
（

平
成

３
年

１
２

月
２

０
日

条
例

第
３

０
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
た
場
合
等
の
退
職
手
当
の
支
給
制
限
）
 

（
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
た
場
合
等
の
退
職
手
当
の
支
給
制
限
）
 

第
６
条
 
退
職
（
こ
の
条
例
そ
の
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当

を
支
給
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
退
職
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
市
長
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
死
亡
し
た

第
６
条
 
退
職
（
こ
の
条
例
そ
の
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当

を
支
給
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
退
職
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
市
長
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
死
亡
し
た
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改
正
後
 

改
正
前
 

と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
の
額
の
支
払
を
受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
者
）
に
対
し
、

当
該
退
職
を
し
た
者
が
占
め
て
い
た
職
の
職
務
及
び
責
任
、
当
該
退
職
を
し
た
者
の
勤
務
の
状

況
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
行
っ
た
非
違
の
内
容
及
び
程
度
、
当
該
非
違
に
至
っ
た
経
緯
、
当
該

非
違
後
に
お
け
る
当
該
退
職
を
し
た
者
の
言
動
、
当
該
非
違
が
公
務
の
遂
行
に
及
ぼ
す
支
障
の
程

度
並
び
に
当
該
非
違
が
公
務
に
対
す
る
信
頼
に
及
ぼ
す
影
響
を
勘
案
し
て
、
当
該
退
職
手
当
の
全

部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
の
額
の
支
払
を
受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
者
）
に
対
し
、

当
該
退
職
を
し
た
者
が
占
め
て
い
た
職
の
職
務
及
び
責
任
、
当
該
退
職
を
し
た
者
の
勤
務
の
状

況
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
行
っ
た
非
違
の
内
容
及
び
程
度
、
当
該
非
違
に
至
っ
た
経
緯
、
当
該

非
違
後
に
お
け
る
当
該
退
職
を
し
た
者
の
言
動
、
当
該
非
違
が
公
務
の
遂
行
に
及
ぼ
す
支
障
の
程

度
並
び
に
当
該
非
違
が
公
務
に
対
す
る
信
頼
に
及
ぼ
す
影
響
を
勘
案
し
て
、
当
該
退
職
手
当
の
全

部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
失
職
し
た
者
 

(２
) 

禁
錮こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
失
職
し
た
者
 

(３
) 

（
略
）
 

 

(３
) 

（
略
）
 

 

（
退
職
手
当
の
支
払
の
差
止
め
）
 

（
退
職
手
当
の
支
払
の
差
止
め
）
 

第
７
条
 
退
職
を
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
市
長
は
、
当
該
退
職
を

し
た
者
に
対
し
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
の
額
の
支
払
を
差
し
止
め
る
処
分
（
以
下
「
支
払

差
止
処
分
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

第
７
条
 
退
職
を
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
市
長
は
、
当
該
退
職
を

し
た
者
に
対
し
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
の
額
の
支
払
を
差
し
止
め
る
処
分
（
以
下
「
支
払

差
止
処
分
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(１
) 

特
別
職
の
職
員
が
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
（
ア
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
起
訴
に

係
る
犯
罪
に
つ
い
て
ア
に
規
定
す
る
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭

和
23
年
法
律
第
13
1号

）
第
６
編
に
規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
（
処
さ
れ
た
場
合
に
被
選

挙
権
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
罰
金
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
犯
罪
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

を
除
き
、
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
イ
に
規
定
す
る
刑

が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
同
編
に
規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
判
決
の
確
定
前
に
退
職
を
し
た
と
き
。
 

(１
) 

特
別
職
の
職
員
が
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
（
ア
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
起
訴
に

係
る
犯
罪
に
つ
い
て
ア
に
規
定
す
る
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭

和
23
年
法
律
第
13
1号

）
第
６
編
に
規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
（
処
さ
れ
た
場
合
に
被
選

挙
権
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
罰
金
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
犯
罪
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

を
除
き
、
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
イ
に
規
定
す
る
刑

が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
同
編
に
規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
判
決
の
確
定
前
に
退
職
を
し
た
と
き
。
 

ア
 
市
長
 
拘
禁
刑
以
上
の
刑
又
は
罰
金
の
刑
（
処
さ
れ
た
場
合
に
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
こ

と
と
な
る
罰
金
の
刑
に
限
る
。
）
 

ア
 
市
長
 
禁
錮こ

以
上
の
刑
又
は
罰
金
の
刑
（
処
さ
れ
た
場
合
に
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
こ
と
と

な
る
罰
金
の
刑
に
限
る
。
）
 

イ
 
市
長
以
外
の
特
別
職
の
職
員
 
拘
禁
刑
以
上
の
刑
 

イ
 
市
長
以
外
の
特
別
職
の
職
員
 
禁
錮こ

以
上
の
刑
 

(２
) 

（
略
）
 

(２
) 

（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

 

２
～
６
 
（
略
）
 

 

（
退
職
後
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
等
の
退
職
手
当
の
支
給
制
限
）
 

（
退
職
後
禁
錮こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
等
の
退
職
手
当
の
支
給
制
限
）
 

第
８
条
 
退
職
を
し
た
者
に
対
し
ま
だ
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
の
額
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
場

合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
市
長
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者

（
第
１
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職

手
当
の
額
の
支
払
を
受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
者
）
に
対
し
、
第
６
条
に
規
定
す
る
事
情
及
び
同

第
８
条
 
退
職
を
し
た
者
に
対
し
ま
だ
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
の
額
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
場

合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
市
長
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者

（
第
１
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職

手
当
の
額
の
支
払
を
受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
者
）
に
対
し
、
第
６
条
に
規
定
す
る
事
情
及
び
同
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改
正
後
 

改
正
前
 

条
各
号
に
規
定
す
る
退
職
を
し
た
場
合
の
退
職
手
当
の
額
と
の
権
衡
を
勘
案
し
て
、
当
該
退
職
手

当
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

条
各
号
に
規
定
す
る
退
職
を
し
た
場
合
の
退
職
手
当
の
額
と
の
権
衡
を
勘
案
し
て
、
当
該
退
職
手

当
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

(１
) 

当
該
退
職
を
し
た
者
が
刑
事
事
件
（
当
該
退
職
後
に
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
限
る
。
）
に
関
し
当
該
退
職
後
に
拘
禁
刑
以
上

の
刑
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
前
条
第
１
項
第
１
号
ア
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
同
号
ア
に
規
定
す
る
刑
。
次
条
第
１
項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
と

き
。
 

(１
) 

当
該
退
職
を
し
た
者
が
刑
事
事
件
（
当
該
退
職
後
に
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
限
る
。
）
に
関
し
当
該
退
職
後
に
禁
錮こ

以
上
の
刑

（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
前
条
第
１
項
第
１
号
ア
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同

号
ア
に
規
定
す
る
刑
。
次
条
第
１
項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。
 

(２
) 

（
略
）
 

(２
) 

（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

（
退
職
を
し
た
者
の
退
職
手
当
の
返
納
）
 

（
退
職
を
し
た
者
の
退
職
手
当
の
返
納
）
 

第
９
条
 
退
職
を
し
た
者
に
対
し
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
の
額
が
支
払
わ
れ
た
後
に
お
い
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
市
長
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
に
対
し
、
第
６
条

に
規
定
す
る
事
情
の
ほ
か
、
当
該
退
職
を
し
た
者
の
生
計
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
当
該
退
職
手
当

の
額
の
全
部
又
は
一
部
の
返
納
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
９
条
 
退
職
を
し
た
者
に
対
し
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
の
額
が
支
払
わ
れ
た
後
に
お
い
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
市
長
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
に
対
し
、
第
６
条

に
規
定
す
る
事
情
の
ほ
か
、
当
該
退
職
を
し
た
者
の
生
計
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
当
該
退
職
手
当

の
額
の
全
部
又
は
一
部
の
返
納
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

(１
) 

当
該
退
職
を
し
た
者
が
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上

の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。
 

(１
) 

当
該
退
職
を
し
た
者
が
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮こ

 以
上
の

刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。
 

(２
) 

（
略
）
 

(２
) 

（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

（
退
職
手
当
受
給
者
の
相
続
人
か
ら
の
退
職
手
当
相
当
額
の
納
付
）
 

（
退
職
手
当
受
給
者
の
相
続
人
か
ら
の
退
職
手
当
相
当
額
の
納
付
）
 

第
11
条
 
（
略
）
 

第
11
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
６
月
以
内
に
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る

刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑

（
退
職
手
当
の
受
給
者
が
第
７
条
第
１
項
第
１
号
ア
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

同
号
ア
に
規
定
す
る
刑
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
後
に
お
い
て
第
９
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
市
長
は
、
当
該
退
職
手
当

の
受
給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
６
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、

当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
を
理
由
と

し
て
、
当
該
退
職
手
当
の
額
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
 

４
 
退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
６
月
以
内
に
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る

刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮こ

 以
上
の
刑
（
退

職
手
当
の
受
給
者
が
第
７
条
第
１
項
第
１
号
ア
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号

ア
に
規
定
す
る
刑
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
後
に
お
い
て
第
９
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
市
長
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受

給
者
の
死
亡
の
日
か
ら
６
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し
、
当
該

退
職
を
し
た
者
が
当
該
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮こ

 以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

当
該
退
職
手
当
の
額
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

５
 
（
略
）
 

 

５
 
（
略
）
 

 

新
潟

県
柏

崎
市

介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
の

実
施

に
関

す
る

条
例

（
平

成
２

９
年

２
月

２
４

日
条

例
第

１
０

号
）

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
指
定
事
業
者
の
指
定
等
）
 

（
指
定
事
業
者
の
指
定
等
）
 

第
６
条
 
（
略
）
 

第
６
条
 
（
略
）
 

２
 
市
長
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
法
第
11
5条

の
45
の
３
第
１
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
市
長
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
法
第
11
5条

の
45
の
３
第
１
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

当
該
申
請
に
係
る
法
人
の
役
員
等
が
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終

わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。
 

(２
) 

当
該
申
請
に
係
る
法
人
の
役
員
等
が
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ

り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。
 

(３
)～

(1
0)
 
（
略
）
 

 

(３
)～

(1
0)
 
（
略
）
 

 

新
潟

県
柏

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
（

令
和

４
年

１
２

月
２

２
日

条
例

第
３

８
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

附
 
則
 

 

附
 
則
 

 

（
個
人
情
報
保
護
条
例
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）
 

（
個
人
情
報
保
護
条
例
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）
 

第
３
条
 
（
略
）
 

第
３
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
次
に
掲
げ
る
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
旧
実
施
機
関

が
保
有
し
て
い
た
旧
条
例
第
２
条
第
８
号
に
規
定
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
そ
の
全
部
又
は
一

部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
提
供
し
た
と
き
は
、

２
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
10
0万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

４
 
次
に
掲
げ
る
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
旧
実
施
機
関

が
保
有
し
て
い
た
旧
条
例
第
２
条
第
８
号
に
規
定
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
そ
の
全
部
又
は
一

部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
提
供
し
た
と
き
は
、

２
年
以
下
の
懲
役
又
は
10
0万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

５
 
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
旧

実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
た
旧
条
例
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
こ
の
条
例
の

施
行
後
に
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き

は
、
１
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

５
 
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
旧

実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
た
旧
条
例
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
こ
の
条
例
の

施
行
後
に
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き

は
、
１
年
以
下
の
懲
役
又
は
50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

６
 
第
１
項
に
規
定
す
る
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
職
務
上
知
り

得
た
旧
個
人
情
報
を
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
漏
ら
し
た
と
き
は
、
１
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
３
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
 

６
 
第
１
項
に
規
定
す
る
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
職
務
上
知
り

得
た
旧
個
人
情
報
を
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
漏
ら
し
た
と
き
は
、
１
年
以
下
の
懲
役
又
は
３
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

７
・
８
 
（
略
）
 

 

７
・
８
 
（
略
）
 

 

新
潟

県
柏

崎
市

議
会

個
人

情
報

保
護

条
例

（
令

和
４

年
１

２
月

２
２

日
条

例
第

４
４

号
）

 

改
正
後
 

改
正
前
 

第
53
条
 
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
、
第
９
条
第
２
項
若
し
く
は
第
15
条
第
５
項
の
委
託
を

受
け
た
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
又
は
議
会
に
お
い
て
個
人
情
報
、

仮
名
加
工
情
報
若
し
く
は
匿
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
従
事
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
若
し
く
は
従

事
し
て
い
た
派
遣
労
働
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録

さ
れ
た
第
２
条
第
５
項
第
１
号
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、

又
は
加
工
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
提
供
し
た
と
き
は
、
２
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
10
0万

円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
。
 

 

第
53
条
 
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
、
第
９
条
第
２
項
若
し
く
は
第
15
条
第
５
項
の
委
託
を

受
け
た
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
又
は
議
会
に
お
い
て
個
人
情
報
、

仮
名
加
工
情
報
若
し
く
は
匿
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
従
事
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
若
し
く
は
従

事
し
て
い
た
派
遣
労
働
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録

さ
れ
た
第
２
条
第
５
項
第
１
号
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、

又
は
加
工
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
提
供
し
た
と
き
は
、
２
年
以
下
の
懲
役
又
は
10
0万

円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。
 

 

第
54
条
 
前
条
に
規
定
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
保
有
個
人
情
報
を
自
己
若
し
く

は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
１
年
以
下
の
拘
禁

刑
又
は
50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

 

第
54
条
 
前
条
に
規
定
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
保
有
個
人
情
報
を
自
己
若
し
く

は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
１
年
以
下
の
懲
役

又
は
50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

 

第
55
条
 
職
員
が
そ
の
職
権
を
濫
用
し
て
、
専
ら
そ
の
職
務
の
用
以
外
の
用
に
供
す
る
目
的
で
個
人

の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記
録
を
収
集
し
た
と
き
は
、
１

年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

 

第
55
条
 
職
員
が
そ
の
職
権
を
濫
用
し
て
、
専
ら
そ
の
職
務
の
用
以
外
の
用
に
供
す
る
目
的
で
個
人

の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記
録
を
収
集
し
た
と
き
は
、
１

年
以
下
の
懲
役
又
は
50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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